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令和６年度における５つの取り組み

１．「中小企業団体大阪大会」における要望活動

３．「官公需総合相談センター」の運営

４．「大阪府官公需適格組合協議会」の運営

５．官公需発注情報の発信
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２．「大阪政労使の意見交換会」における意見発表
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１．「中小企業団体大阪大会」における要望活動（１）

➢官公需発注機関に対して、官公需適格組合制度の周知を徹底するとともに、その趣旨に
鑑み、随意契約の対象として官公需適格組合を明記するなど、官公需適格組合への発注
増大に努めること。また、中小企業への随意契約の活用を促進するために、少額随意契
約の適用限度額を大幅に引上げること。

➢「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、物価高に負けない
賃上げ実現のため、官公需においても価格転嫁を進める旨が新たに明記されたが、、そ
の内容が、国・地方公共団体などの全ての発注機関において適正に運用されるよう周知・
指導を徹底すること。
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◆日程/場所：令和6年9月18日（水）/マイドームおおさか＜予定＞

◆要望先：各政党、近畿経済産業局、大阪府等
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１．「中小企業団体大阪大会」における要望活動（２）

➢「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で示して
いる中小企業向け契約目標について、国が率先して目標達成に向
けて取組むとともに、地方公共団体においても同様の取組みが行わ
れるよう周知・指導を徹底すること。

➢万博開催に向けて、会場整備や運営における調達案件に関しては、
「官公需についての 中小企業者の受注の確保に関する法律」の理
念を尊重して、幅広い分野で中小企業、中小企業組合及び官公需
適格組合に発注すること。
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２．「大阪政労使の意見交換会」における意見発表
◆日程/場所：令和6年2月2日（金）/大阪合同庁舎

◆出席者：（行政）厚生労働副大臣、大阪労働局長、近畿経済産業局長、大阪府知事

（経済界）関西経済連合会会長、大阪商工会議所会頭、大阪府商工会連合会会長、

大阪府中小企業団体中央会会長

（労働界）大阪府連合会会長

＜野村会長意見主旨＞

➢「価格転嫁の必要性を社会全体で共有するため、官の工事や業務委託契約に
おいて十分な価格転嫁を行っていることを積極的に情報発信することが必要。

➢万博開催の万全な準備のために、地元の優良な中小・小規模事業者、官公需
適格組合の活用が重要。多くの中小企業が万博事業に関われば、賃金引上げ
の環境整備に繋がる。
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３．「官公需総合相談センター」の運営

➢官公需に関する様々な相談に対応

⇒相談の対象者・・・中小企業組合に限らず幅広く一般の

企業にまで及ぶ
⇒相談案件・・・官公需適格組合の新規取得や更新、

官公需の受注促進に関するものなど

※対応件数：491件（R5年度）

22件（R6年度6月末現在）
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４．「大阪府官公需適格組合協議会」の運営

➢ＰＲ用パンフレット作成

⇒官公需適格組合制度の普及・促進

➢各政党、国、大阪府等への要望活動

⇒協議会会員組合並びに組合員企業の受注機会増大

➢他府県との意見交換会実施

⇒各協議会の取組内容等について情報交換

（R5年度：愛知県、神奈川県、京都府）

➢官公需の価格転嫁状況についてのアンケートを実施

⇒発注金額の価格転嫁状況の把握と情報共有
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５．官公需発注情報の発信

➢中央会ＨＰ内「官公需発注情報関連サイト」より随時発信
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⇒主なリンク先（中小企業庁、近畿経済産業局、

近畿地方整備局、

大阪府、大阪市等大阪府下の市町村、

2025年日本国際博覧会協会等）

➢中央会メルマガ「情報配信サービス」より随時発信


